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令和２年度 大牟田市介護支援専門員連絡協議会 

 定期総会の開催中止及び書面審議について（ご案内） 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より当協議会の運営につきましてご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、2 月下旬から中止（延期）しました研修・交

流事業につきましてはご理解いただきありがとうございます。 

さて、例年 4 月に開催しております「定期総会」につきましては、新型コロナウイルス感

染症対策専門家会議の示す【密閉空間】【多くの人の密集】【近距離】の 3つの条件（2020年

3月 19日付）を回避できないため、対人援助専門職として感染拡大の要因を発生させてはな

らないということから、役員会で協議を重ねた結果、令和 2年度は中止致します。 

 そのため、定期総会でご審議いただく予定としておりました議案については、議案書を送

付（4 月下旬）致しますので、議案に対する可否・意見について、書面にて御回答をお願い

致します。 

 

 

＊＊＊ 書面決議に関する規程根拠 ＊＊＊ 

第 4 章 会議 （総会） 第 15 条 第 7 項  

やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された議案について書面

を提出して表決するか、委任状を提出して他の会員に表決を委任することができる。この

書面または委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。 

 

第 6 章 規約の変更及び委任 （委任） 第 21 条 

この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、役員会の協議を経て、 

別に定める。 

※上記、規定の根拠から書面審議を実施させていただきます。また、平成 30 年度 

より、議案書をホームページに掲載しておりましたが、書面審議に伴い、今年度 

は、郵送させていただきます。 

   ※書面審議の公正・中立性を担保するために、監事２名、会長・副会長・部会長の 

所属以外の会員２名に内容確認をいただくことにしております。 


